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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年２月１４日 １５時４４分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位１０７°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２７.７′ 東経１３３°４５.６′） 

事故の概要  油タンカー第十七霧島
きりしま

丸は、出航中、倉敷市葛
かつら

島南西方沖の浅所

に乗り揚げた。 

第十七霧島丸は、船首部船底外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

油タンカー 第十七霧島丸、１,７９２トン 

１４１７２５、株式会社霧島海運商会 

９１.７７ｍ×１４.００ｍ×６.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,４２７kＷ、平成２４年６月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１４年５月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１月２３日 

免状有効期間満了日 令和４年５月２０日 

機関長 男性 ６４歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５１年４月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年３月２０日 

免状有効期間満了日 令和５年６月２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北流約０.２

ノット（kn）  

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか９人が乗り組み、WPRVGO（Ｃ重油の原

材料）約３,０００kℓを積み、平成３１年２月１４日１５時２０分ご
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ろ和歌山県和歌山下津港に向けて水島港を出航した。 

 本船は、葛島北西方沖を約１０.５kn の対地速力で南進中、並列運

転としていた１号及び２号発電機の周波数が突然変動し始めたので、

機関長が、燃料油（Ａ重油）重力タンク出口の複式こし
．．

器が目詰まり

を生じたと思い、同こし
．．

器を切り替えたものの、１５時４０分ごろ１

号及び２号発電機用原動機が順に停止した。 

 本船は、船内電源が喪失し、主機が停止すると共に操舵装置が操舵

不能となり、船長が投錨しようとしたものの間に合わず、潮流によっ

て船首が左方に振られながら惰力で航行し、１５時４４分ごろ船首部

が葛島南西方沖の浅所に乗り揚げた。 

 機関長は、発電機用燃料油の流量計（以下「本件流量計」とい

う。）のバイパス弁を開き、停泊用の発電機用原動機を始動して船内

電源を復旧するとともに、１号及び２号発電機用原動機を再始動し

た。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、タグボートによって引き出された後、船底調査を行って運

航に支障がないことが確認され、また、機関整備業者によって異常の

あった本件流量計が交換され、運航を再開した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約５.０ｍ、船尾約５.８ｍであった。 

本件流量計は、オーバル歯車型流量計（歯車の押し出す流量を歯車

の回転数により計測）であり、本事故後、機関整備業者が点検したと

ころ、歯車に異物を噛
か

み込んだ跡が認められたものの、同異物を確認

することができなかった。 

燃料油系統のこし
．．

器は、２月１０日に掃除が行われており、本事故

後に点検された際、本件流量計入口側に設けられたこし
．．

器も含め異物

等がなくきれいな状態であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、水島港を出航中、本件流量計が異物を噛み込んで作動不良

図１ 発電機用原動機の燃料油系統
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を起こし、燃料油が１号及び２号発電機用原動機へ十分に供給され

ず、同発電機用原動機が停止して船内電源を喪失したことから、操舵

装置が操舵不能となり、主機が停止し、潮流によって船首が左方に振

られながら惰力で航行して葛島南西方沖の浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

 本件流量計が噛み込んだ異物は、燃料油系統のこし
．．

器の清掃を行っ

た際に混入した可能性があると考えられるが、異物を確認できなかっ

たことから、混入した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、水島港を出航中、本件流量計が異物を噛み込ん

で作動不良を起こし、燃料油が１号及び２号発電機用原動機へ十分に

供給されず、同発電機用原動機が停止して船内電源が喪失したため、

操舵装置が操舵不能となり、主機が停止し、潮流によって船首が左方

に振られながら惰力で航行して葛島南西方沖の浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・作業実施者は、燃料系統のこし
．．

器の清掃を行う際、燃料系統内に

異物が混入しないように注意すること。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

(時:分:秒) 

船  位  

対地針路 

（°） 

 

船首方位 

(°) 

 

対地速力 

(kn) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

15:38:08 34-28-22.6 133-44-59.5 153.3 152 10.5 

15:38:38 34-28-18.1 133-45-02.3 152.1 152 10.5 

15:39:08 34-28-13.2 133-45-05.3 152.7 150 10.5 

15:39:39 34-28-08.5 133-45-08.5 151.2 150 10.5 

15:40:18 34-28-02.5 133-45-12.5 150.9 150 10.5 

15:40:49 34-27-57.9 133-45-15.6 150.3 - 10.3 

15:41:28 34-27-52.5 133-45-19.8 145.2 -  9.2 

15:41:59 34-27-49.1 133-45-23.2 137.6 -  8.4 

15:42:39 34-27-45.7 133-45-28.0 126.4 -  7.3 

15:43:18 34-27-43.5 133-45-32.7 115.5 -  6.5 

15:43:49 34-27-42.6 133-45-36.2 105.5 -  5.6 

15:44:08 34-27-42.3 133-45-36.5 - -  0.6 

15:44:39 34-27-42.3 133-45-36.5 - - 0 

15:45:08 34-27-42.3 133-45-36.5 - - 0 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位

は真方位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


